
 
 
 
 

令和４年 第 3 回 
 
 

戸田市教育委員会定例会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年３月１７日（木）午前９時３０分 
戸 田 市 役 所 ３ 階 教 育 委 員 室 

 
 
 

戸田市教育委員会 



第３回教育委員会（定例会）次第 
１ 開会 
 

２ 前回の会議録の承認 
 

３ 教育委員提案  別添 資料№１のとおり 
 

４ 報告事項  別添 資料№２のとおり 
 

５ 議事                                      ページ 

（１）議案 

議案第１６号 学校運営協議会の委員の任命について･･･････････････････････････当日配付 

議案第１７号 戸田市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則（案）について 

････････････････････････････････････････････････････････････････････１ 

議案第１８号 令和４年度戸田市教育委員会事務局職員の人事異動（案）について･･･当日配布 
 

６ その他 

（１）次回の教育委員会の日程（案） 

令和４年４月２１日（木）午前９時４５分～ 

（２）その他 
 

７ 閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



戸田市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則（案） 

戸田市立学校給食センター条例施行規則（昭和４５年教育委員会規則第２号)

の一部を次のように改正する。 

第４条第３項中「２分の１に相当する額」を「全額」に改める。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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戸田市立学校給食センター条例施行規則新旧対照表 

改正前 改正後(案） 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

（学校給食費） （学校給食費） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項第１号又は第２号に規定する者の保護者のうち別に定

める要件を満たすものは、給食費の負担額の２分の１に相当す

る額について補助金の交付を受けることができる。ただし、生

活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護、戸田市要

保護及び準要保護児童生徒就学援助事務要綱による就学援助そ

の他公的扶助制度により学校給食費に相当する額の給付を受け

ている者は、この限りでない。 

３ 第１項第１号又は第２号に規定する者の保護者のうち別に定

める要件を満たすものは、給食費の負担額の全額について補助

金の交付を受けることができる。ただし、生活保護法（昭和２

５年法律第１４４号）による保護、戸田市要保護及び準要保護

児童生徒就学援助事務要綱による就学援助その他公的扶助制度

により学校給食費に相当する額の給付を受けている者は、この

限りでない。 

第５条～第８条 （略） 第５条～第８条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

 附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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戸田市学校給食費補助金交付要綱新旧対照表 

改正前 改正後(案） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（補助対象者） （補助対象者） 

第２条 戸田市立学校給食センター条例施行規則（昭和４５年教

育委員会規則第２号）第４条第３項に規定する補助金の交付対

象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当しなければならない。 

第２条 戸田市立学校給食センター条例施行規則（昭和４５年教

育委員会規則第２号）第４条第３項に規定する補助金の交付対

象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手当を

受給していること。ただし、同法附則第２条に規定する特例

給付の受給者は、除く。 

 

(4) （略） (3) （略） 

（補助金の申請） （補助金の申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請

者」という。）は、当該年度の６月から９月末日までの間に次

の書類を市長に提出しなければならない。 

第３条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請

者」という。）は、戸田市学校給食費補助金申請書（第１号様

式）に次に掲げる書類を添えて、当該年度の７月から１１月末

日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が

必要と認める者の提出期限については、この限りでない。 

(1) 戸田市学校給食費補助金申請書兼請求書（第１号様式）  

(2) （略） (1) （略） 

(3) 児童手当法による児童手当を受給していることを証する  
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改正前 改正後(案） 

書類の写し 

(4) （略） (2) （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が個人情報調査に

同意したときは、前項第２号及び第４号の書類の提出を省略さ

せることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者の同意を得て公簿

等により確認できるときは、前項第１号及び第２号の書類の提

出を省略させることができる。 

第４条 （略） 第４条 （略） 

（補助金の交付時期） （補助金の交付時期） 

第５条 補助金の交付時期は、次に掲げるそれぞれの期間に定め

る月の末日までに支給する。ただし、市長が特別の事情がある

と認めるときは、この限りでない。 

第５条 補助金の交付時期は、翌年５月末日までとする。 

 

(1) ４月から９月まで 当年１１月  

(2) １０月から３月まで 翌年５月  

第６条 （略） 第６条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

 附 則 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

様式 （略） 様式 （略） 
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日 曜日 内　　　容 時　　　間 場　　所 主管課

1 金

2 土

3 日

教育政策室任用通知書交付式 中学校ALT・ALT指導員に任用通知書を交付 ９：００～ 教育センター 教育政策室

教育政策室任用通知書交付式
学校経営アドバイザー、心の教育アドバイザー、
教育相談コーディネーターに任用通知書を交付

９：００～ 教育委員室 教育政策室

5 火 教育政策室任用通知書交付式
小学校アクティブティーチャー、スクールサポー
ターに任用通知書を交付

９：００～ 教育センター 教育政策室

6 水 教育政策室任用通知書交付式 本好きサポーターに任用通知書を交付 ９：００～ 教育センター 教育政策室

7 木 教育政策室任用通知書交付式
さわやか相談員・ボランティア相談員に任用通
知書を交付

９：００～ 教育センター 教育政策室

8 金

9 土

10 日

教育政策室任用通知書交付式
中学校アクティブティーチャーに任用通知書を交

付
９：００～ 教育センター 教育政策室

教育政策室任用通知書交付式 日本語指導員に任用通知書を交付 ９：３０～ 教育センター 教育政策室

12 火

13 水

14 木

15 金 各種委員会委嘱状交付式
難聴言語通級指導教室入級指導委員会委員、
生徒指導委員会委員に委嘱状を交付

１５：３０～１６：３０
戸田市文化会館
及び教育センター

教育政策室

16 土 小学校林間学校合同実地調査 国立赤城青少年交流の家など実地調査

17 日

18 月

19 火

20 水 各種委員会委嘱状交付式
戸田市子供の体力向上推進委員会委員、就学
支援委員会委員に委嘱状を交付

１５：３０～１６：３０
戸田市文化会館
及び教育センター

教育政策室

21 木 ◎ 定例教育委員会 　９：４５～ 教育委員室 教育総務課

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木 戸田市教科等研究部会 各教科等研究 １４：３０～１６：３０ オンライン 教育政策室

29 金

30 土

４月教育委員会関係【会議】日程表

会議名

月4

月11



日 曜日 内　　　容 時　　　間 場　　所 主管課

ととけっこの部屋
親子で一緒にわらべうたで遊び、
絵本の読み聞かせを楽しむ

１１：００～１１：３０
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

赤ちゃんおはなし会 絵本の読み聞かせ、手遊び、童謡など １０：３０～１１：００
あいパル2階
和室

生涯学習課

2 土

3 日
パルシアターとかみとだおは

なし会

上映作品「ぐるんぱのようちえん」
未就学児～小学生向けの絵本の読み聞かせ、
おはなしなど。

１３：３０～１４：３０
あいパル3階
研修室

生涯学習課

4 月

5 火

6 水 おはなし玉手箱 絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなしなど １５：３０～１６：００
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

7 木 託児サービス
保護者が図書館の中でゆっくりと本を選んだり、学
習ができるように、保育士がお子さまを預る

１０：００～１２：５０
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

小・中学校始業式
中学校入学式

中学校入学式は午後から 各学校 教育政策室

赤ちゃんおはなし会 絵本の読み聞かせ、手遊び、童謡など １０：３０～１１：００
あいパル2階
和室

生涯学習課

おはなし玉手箱 絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなしなど １５：３０～１６：００
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

子供映画会
「みんながおしえてくれました」（25分）「14ひきの
あさごはん」（30分）

１０：３０～１１：３０
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

10 日

11 月 小学校入学式 小学校入学式は午後から 各学校 教育政策室

12 火

13 水 おはなし玉手箱 絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなしなど １５：３０～１６：００
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

14 木 託児サービス
保護者が図書館の中でゆっくりと本を選んだり、学
習ができるように、保育士がお子さまを預る

１０：００～１２：５０
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

15 金 赤ちゃんおはなし会 絵本の読み聞かせ、手遊び、童謡など １０：３０～１１：００
あいパル2階
和室

生涯学習課

16 土 おはなし玉手箱 絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなしなど １５：３０～１６：００
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

17 日 かみとだおはなし会 絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなしなど １３：３０～１４：３０
あいパル3階
研修室

生涯学習課

18 月

19 火

20 水 おはなし玉手箱 絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなしなど １５：３０～１６：００
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

21 木 託児サービス
保護者が図書館の中でゆっくりと本を選んだり、学
習ができるように、保育士がお子さまを預る

１０：００～１２：５０
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

22 金 みんなでパルるんひろば
前半は絵本の読み聞かせ、手遊び、童謡など。後半は保護者同

士の交流や、保健師への相談ができる。 １０：３０～１１：３０
あいパル2階
和室

生涯学習課

23 土 おはなしの部屋 昔話などの語り １５：３０～１６：００
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

24 日

25 月

26 火 絵本の読み聞かせ広場 絵本の読み聞かせ・紙芝居等 １０：３０～１１：３０ 下戸田公民館 生涯学習課

27 水 おはなし玉手箱 絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなしなど １５：３０～１６：００
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

28 木 託児サービス
保護者が図書館の中でゆっくりと本を選んだり、学
習ができるように、保育士がお子さまを預る

１０：００～１２：５０
中央図書館
視聴覚室

生涯学習課

29 金 赤ちゃんおはなし会 絵本の読み聞かせ、手遊び、童謡など １０：３０～１１：００
あいパル2階
和室

生涯学習課

30 土

土9

４月教育委員会関係【行事・講座等】日程表

行事・講座名

8 金

金1



資料 ＮＯ．１ 
 
 
 
 
 
 

教育委員提案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年第３回教育委員会 (定例会 ) 
令 和 ４ 年 ３ 月 １ ７ 日 （ 木 ） 
戸 田 市 役 所 ３ 階  教 育 委 員 室 

 



１ 教育委員提案 
ページ 

 
 
① 地域の方との交流について（木村委員）･･･････････････････････････････････････････････１  
（教育政策室） 

 
② 多様なニーズのある子供達への支援について（木村委員・長道委員）･････････････････････５  
（教育政策室） 
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資料 ＮＯ．２ 
 
 
 
 
 
 

報告事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年第３回教育委員会 (定例会 ) 
令 和 ４ 年 ３ 月 １ ７ 日 （ 木 ） 
戸 田 市 役 所 ３ 階  教 育 委 員 室 

 



１ 報告事項 
ページ 

 
① 令和４年度施政方針・教育関連総括質問について･･･････････････････････････････････････１ 

 
 ② 令和４年３月戸田市議会定例会教育関連一般質問及び常任委員会について･････････････････４ 
 

 
③ 令和３年度未来へはばたく人財育成資金（高校奨学給付金）給付決定者について･･･････････９ 
（教育総務課） 

 
④ 体罰に係る実態把握について･･･････････････････････････････････････････････････当日配付 
（学務課） 

 
 ⑤ 令和３年度高等学校進学予定者数について･･･････････････････････････････････････当日配付 

（教育政策室） 
 
 ⑥ 市内中学校のスキー教室について･･･････････････････････････････････････････････資料無し 

（教育政策室） 
 
⑦ その他 



報告事項① 

令和４年度施政方針・教育関連総括質問について 

 

浅生和英議員（戸田の会） 

５ 不登校児童生徒への支援について（不登校児童生徒への支援の現状と今後

について） 

→ 現在、教育センター内に教育支援センターすてっぷを設置し、不登校児

童生徒の支援に取り組んでおりますが、さらなる支援のために、新たに「戸

田型オルタナティブ・プラン」を推進してまいります。「オルタナティブ」

とは、「代替の」また「新たな」という意味があり、「子供たちに新たな居

場所を」という願いを込めております。 

具体的には、小学校３校にサポートルームを設置し、不登校傾向の児童

の支援を行ってまいります。また、不登校の未然防止や抑止のための調

査・研究や、保護者・地域社会への理解促進を目的とした取組も進めてま

いります。 

引き続き、教育センターや様々な関係者、諸機関等との連携を図りなが

ら、支援体制を充実してまいります。 

 

伊東秀浩議員（令和会） 

２ 児童生徒の不登校対策と中学校卒業後の支援について（児童生徒の不登校

対策と中学校卒業後の支援について） 

 → 本市では、教育支援センター「すてっぷ」を設置し、児童生徒の居場所

の確保や相談、学習支援等を行っているほか、全小・中学校においては、

教師をはじめスクールカウンセラーなど様々な職員が家庭や児童生徒と

の信頼関係を構築しながら、教育の機会の保障に努めているところです。  

   今後はさらに「戸田型オルタナティブ・プラン」を推進し、不登校の未

然防止や早期支援に向けて、小学校段階から不登校傾向の児童を支援する

ためのサポートルームの設置や、不登校の予兆についての研究に取り組ん

でまいります。さらに、家庭や地域社会の理解を促進するための取組も実

施してまいります。 

中学校卒業後の支援につきましては、義務教育終了に伴い、学校教育下

の手厚い関わりがなくなり、実態としては支援が引き継がれない状況とな

っています。その対応策の一つとしましては、中学校卒業までに学校以外

の相談先や、地域の居場所をつくっていくことも、重要ではないかと考え

ます。 

市内には１８歳までを対象とする２つの児童センターがありますが、中

高生世代の利用率は低いため、今後はそれら世代の利用を広げていくため
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に、現在指定管理者とも協議をかさねているところです。 

不登校からひきこもりが心配されるようなケースについては、福祉保健

センターの「こころの健康相談」において、ご本人や家族からの相談を受

け、内容により、医療や支援専門機関に繋ぐことも可能です。今後は相談

窓口の周知方法等を工夫し、年齢を問わず、早い段階から、相談しやすい

環境を整えてまいります。 

 

熊木照明議員（みらいの会） 

２ 基本目標１「子どもが健やかに育ち、いきいきと輝けるまち」から 

（１）学校施設整備による教育環境の充実について 

→ 来年度も、建物の老朽化や児童生徒数の増加に対する施設整備を中心に

進めて参りますが、大規模なものとしては、今年度からの継続事業として

戸田第一小学校改築工事、また新曽小学校の給食調理場を含む教室棟増築

工事を実施します。さらに新規事業として１０月から芦原小学校教室棟増

築等工事の着工を予定しております。 

また、戸田南小学校でも、今年度に引き続き、教室棟の増築に向けた設

計業務を実施いたします。 

  令和５年度以降の学校施設整備に関しましても、美笹中学校の改築など、

教育環境の充実に向けて、引き続き計画的な整備を進めてまいります。 

 

三浦芳一議員（公明党） 

５ 特別支援教育に係るデジタル化の推進について（現状と今後の方向性につ

いて） 

→ 来年度から、どの児童にも必要な「読み」の力に関する課題の早期発見・

早期支援のためのデジタル教材を導入します。これは、配慮が必要な児童

を含めた全ての児童にとって学びやすい指導・支援を充実させるための教

材です。導入にあたっては、教師が活用を推進できるよう、研修を行うと

ともに、デジタル教材から得たデータの利活用を行ってまいります。 

引き続き、誰一人取り残さない教育の実現のため、一人一人に寄り添い

ながらアナログとデジタルを融合し、ハードとソフト両面を重視した特別

支援教育を推進してまいります。 

 

本田哲議員（日本共産党戸田市議団） 

≪７つの基本目標に沿った主な事業≫から 

１ 子どもが健やかに育ち、いきいきと輝けるまち」について 

(1) 「１．子どもが健やかに育ち、いきいきと輝けるまち」について 
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③学校教育について。（戸田型オルタナティブ・プランについて） 

 → このプランでは三つの事業を展開します。一つ目は、不登校傾向の児童

の早期支援を目的として、小学校３校をモデル校としてサポートルームを

設置し、校内に新たな居場所をつくる等して、実践研究を進めてまいりま

す。その３校には、会計年度任用職員のスクールサポーターも配置して児

童の学校生活を支援します。 

   二つ目は、不登校の未然防止・抑止に向けて調査研究組織を設置し、こ

れまでの経験や実践値による不登校支援に加えて、教育政策シンクタンク

と連携して、データを活用した研究等にも取り組んでまいります。 

   さらに、不登校対策支援は、児童生徒が生活する家庭や地域社会の理解・

協力が不可欠です。そのため、三つ目として、保護者・地域の皆様に不登

校の認識を促すためのシンポジウム等を実施してまいります。 
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報告事項② 

令和４年３月戸田市議会定例会教育関連一般質問及び常任委員会について 

 

佐藤太信議員（戸田の会） 

１ 生涯学習の推進について 

  令和３年度より「第５次戸田市生涯学習推進計画（５年間）」がスタートした。市 

民意識調査結果よりデジタル化による情報発信、学びが今後求められると考える。本 

市の生涯学習推進に関する重点的な取組について伺う。 

（1） 学習活動やまちづくりへの参加の一歩を踏み出すためのきっかけづくりについ

て。 

 → 令和２年度に実施した「生涯学習に関する市民意識調査」の結果から、市民の学

習活動が年々減少しており、特に世代別にみると２０代～５０代の層の学びへの参

加が少ない傾向となっております。その理由として、「忙しさときっかけのなさ」

が学びの阻害要因であることがわかりました。このことから、市民が気軽に学べる

きっかけづくりが重要であると考えております。 

そのため、忙しい中でも学習できるよう、オンライン・オンデマンド配信による

学習など ICT を活用した学習機会の提供や、学習に関する情報に接する機会がなか

った人たちに情報が届くよう、多様な媒体を活用した生涯学習情報の発信など情報

提供体制の充実を図ってまいります。 

（2） 市民の学び直しを支援する「戸田市版リカレント教育」について。 

→ リカレント教育とは、学校教育を終えた後も、学びたい時に学び直すことができ、

必要な能力を生涯にわたり、磨き続けることができる教育システムです。 

市民意識調査からわかった本市の特徴として、２０代、３０代の若年層が学び直

しの意欲が特に高く、仕事等でのキャリアアップにつながるものについてニーズが

高いことがわかりました。 

こうした状況を踏まえ、戸田市民大学など、アカデミックな学びの提供に加え、

就労支援や職業能力を高める講座の充実や、仕事や家事に忙しい日々でも学び続け

ることができる仕組みの構築に取り組んでまいります。 

(3)  ライフステージに応じた講座の運営や情報提供について。 

→ 人生１００年時代においては、子どもから高齢者まで、すべての世代に対して学

びの継続が求められています。発達段階に応じた段階的な学びの機会の提供や、ラ

イフステージに応じた学びのあり方を講座運営などに反映させていくことが重要

であると考えております。 
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そのため、それぞれのライフステージで必要とされる学びを提供できるよう、講

座の内容、時間、情報発信の手法などにおいて、講座のターゲットとなる世代のニ

ーズに応じた講座運営を行ってまいります。 

(4)  外国人住民や高齢者、障がい者等の学びを保障し、地域で共に生きるための学び

について。  

→ 誰もが学び続けることのできる社会の実現を目指し、外国人住民や高齢者、障が

い者等も含めて、ともに学びあうことのできる環境を整えていくことが重要である

と考えております。 

そのため、情報の多言語化、手話通訳など、個別のニーズに対応した学びの提供

や、多文化共生に向け、市民一人ひとりが社会における多様性を尊重できるよう、

体験や交流を通して、多様性の理解促進につながる講座の充実に努めてまいります。 

なお、学校教育において、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充

実を目指しておりますが、この考え方を生涯学習の分野でも取り入れていきたいと

考えております。 

 

宮内そうこ議員（戸田の会） 

１ 本市における国際化と多文化共生推進計画について 

 (7) 小中学校における国際理解教育への取り組みについて。 

→ 社会や経済のグローバル化が急速に進む中、子供たちが国際社会の一員として、

異なる考え方や価値観を持つ人々と相互理解・交流を図り、「多文化共生の理念」

を育んでいくことは、重要な課題の一つであると捉えております。そうした中、各

学校において日本及び諸外国の伝統や文化等についての深い理解や多様性尊重の

精神、国際社会で通用するコミュニケーション能力などを育みながら、国際感覚を

醸成していくために、各教科等の学習を通して国際理解教育に取り組んでおります。 

  例えば、外国語活動・外国語科では、英語によるコミュニケーション活動を通し

て、相手の立場を尊重しつつ、自分の考えや気持ちを表現する力を育成しています。

また、総合的な学習の時間において、戸田市に住む外国人の課題を通じて外国人と

ふれあう PBL を行ったり、オンラインで海外の日本人学校と交流する活動に取り組

んだりした学校もあります。さらに、道徳科では国際理解・国際親善の内容項目を

扱ったり、本市が独自に全小学校で導入しているセサミストリート・カリキュラム

を通して、様々な文化や考え方があることや自分とは違う他者を理解することなど

の多様性の尊重や理解についても学んだりしております。 
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浅生和英議員（戸田の会） 

１ 将来を見据えた財政・公共施設について 

 (1) 将来の人口減少、税収減を見越して財政と公共施設の在り方を考えなくてはな

らない。本市の見解は。 

   ⑤ 彩湖自然学習センター（みどりパル）について 

 → 彩湖自然学習センターは、平成９年６月に戸田市立郷土博物館の分館として、国

土交通省と戸田市が共同で設置しました。センターでは荒川中流域の魚たちが泳ぐ

ミニ水族館をはじめ、自然観察会などの各種講座や、学校と連携した「彩湖自然学

習センターサイエンスサポートプログラム」による自然体験活動の支援など、さま

ざまな事業を行っています。 

次に、施設の魅力向上による、入館者数の増加へ向けた、主な取り組みをお答え

します。 

令和２年度は、荒川上流河川事務所と連携し、普段は立ち入り禁止の彩湖自然保

全ゾーンを体験するツアーを実施しました。また、彩湖の景色をご覧いただくため、

屋上にベンチを設置しました。特に１１月下旬から約１か月間は、開館時間を延長

し、夕景を楽しんでいただいております。 

令和３年度は、２階多目的トイレに「オムツ交換台」を設置し、「赤ちゃんの駅」

として県に登録されました。また、家で楽しみながら学べるコンテンツ「おうちミ

ュージアム」を活用した塗り絵やクイズ等の定期的な配信の他、新たに、彩湖の自

然を紹介する動画配信を開始しております。 

さらに、令和４年度は、開館２５年を迎えるにあたり、センターの魅力を伝える

「２５周年企画展」を予定しております。施設の老朽化への対応として、大規模修

繕等については、建物所有者である国土交通省と調整を図ってまいります。 

 

酒井郁郎議員（戸田の会） 

１ コロナ対策について 

   オミクロン株は学校等において、子供同士が感染する事例が多く、幼稚園・保育園、

小中学校及び学童保育室等の集団感染が続いている。 

(1) 本市の現状は。 

→ オミクロン株による感染が始まりました本年１月以降、市内小中学校の児童生徒

の陽性者につきましては、２月２８日までの時点で、小学校で７１７名、中学校で
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１２４名の、計８４１名となっております。 

また、学級閉鎖を行ったのは、２月２８日までの時点で、７０学級となっており、

学年閉鎖は１２の学年で実施をいたしました。なお、現時点で学校閉鎖を行った学

校はありません。 

感染者が出た際の対応といたしましては、文部科学省からのガイドラインに則り、

校長は、感染した児童生徒等について出席停止の措置をとったうえで、濃厚接触者

やＰＣＲ検査対象となる児童生徒の特定について学校医と連携し対応しておりま

す。 

小中学校においては、濃厚接触者の候補となる、手で触れることのできる距離で、

マスクをせず、感染者と１５分以上接触する、ということがないよう、引き続き教

育活動を進めてまいります。なお、この濃厚接触者の定義は、オミクロン株につい

ても変更されておりません。 

 (2) 従来からの方針を見直し、対策強化を。 

→ これまでも各ご家庭における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止へのご

協力や、教職員による児童・生徒一人一人の心身の健康状態の把握や消毒等による

感染症の対策の徹底により、今年度、学校内における大規模感染は発生しておらず、

皆様の日々のご尽力に心から感謝を申し上げます。 

こうした中で、オミクロン株による感染が急速に拡大している現下の状況におい

ては、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等

において、特に感染リスクが高い教育活動について、基本的には実施を控えるとさ

れております。この「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」と

して、例えば、音楽における室内近距離で行う合唱やリコーダー等の管楽器の演奏、

体育における児童生徒が密集する運動等については行わないこと、また体育の授業

時のマスク着用については、全体的には必要ないが、運動時を除き可能な限りマス

クを着用すること、さらに部活動についてはその感染状況を踏まえ、学校が独自に

行う他校との練習試合等を一時的に制限すること、とされております。 

これらを踏まえ、引き続き国や県の指導を受けながら、基本的な感染予防対策を

実施してまいります。 

２ 学校教育について 

小中学校における保護者の金銭的・労力的な負担を軽減できないか。 

 (1) 本市の現状は。 

→ 学校が家庭から集金しているものは、子供たちが個別に使用し、使用後は個人所
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有となる教材や学用品、また、校外学習、林間学校、修学旅行の費用がございます。 

ドリルや資料集、図工や理科の教材、技術家庭科の材料費などの教材費について

は、年額で、概ね小学校で １万円、中学校で２万円となっており、全国的にみて

平均的なものとなっております。 

なお、要保護、準要保護の家庭に対しては、これまでも教材費、学用品費、修学

旅行費などの補助を行ってきましたが、今年度はオンライン学習の通信費補助も全

国に先駆けて行うなど、保護者の負担が生じないように配慮しています。 

労力面については、学校により異なりますが、登下校時の見守り、学校の美化清

掃、行事に対するサポートなどが考えられますが、何れも、ＰＴＡ等の活動の中で

行っていただいており、この活動に対して、学校も感謝しているところです。 

(2)今後の負担軽減について。 

→ 各学校においては、私費負担を軽減するため、学用品のリサイクル活動などを行

っているところですが、金銭的な負担軽減については、受益者負担との関係もあり

ますので、必要の可否も含めて、今後の研究課題とさせていただきたいと思います。 
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                                                    報告事項④ 

 

体罰に係る実態把握について 

 

 

 調査対象期間  令和３年４月１日～令和３年１２月３１日 

 

 

 

 

 

１ 体罰の件数 ２ 体罰には該当しないが、アンケ

ートの内容から不適切と思われる

指導の件数 

 

小学校 

 

 

０ 

 

 

１ 

 

 

中学校 

 

 

０ 

 

 

０ 

 

 

計 

 

 

０ 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 

埼玉県公立高等学校入学予定者数並びに 

国立・私立高等学校入学予定者数等について 

 

 

 

 

 

 

 

戸田市教育委員会教育政策室 



令和４年３月卒業予定者の進路等について 
 

１ 在籍数  １，１３８名（男子 ５７９名  女子 ５５９名） 

 

２ 県公立高等学校入学予定者数（５３９名）（４７．４％）   R3 ５２.８％ 

 令和 ４ 年 度 令和 ３ 年 度 

男 子 ２５７ ２８０ 

女 子 ２８２ ３０７ 

計 ５３９ ５８７ 

 

３ 私立高等学校等入学予定者数（５０５名）（４４.４％）   R3 ３７．２％ 

 令和 ４ 年 度 令和 ３ 年 度 

 県 内 県 外 計 県 内 県 外 計 

男 子 １７９ ９８ ２７７ １４６  ８３ ２３３ 

女 子 １２６ １０２ ２２８  ９０  ７９ １７２ 

計 ３０５ ２００ ５０５ ２３６ １６２ ４０５ 

 

４ 上記以外の高等学校他入学予定者数（８１名）（７.１％）   R3 ８.４％ 

   男子 女子 計 

国立高校 １ ２ ３ 

県外公立高校 ０ ０ ０ 

高等専門学校 ２ ０ ２ 

特別支援学校高等部 １０ ４ １４ 

サポート校（含通信制）・ 

専修（専門）学校 
２６ ３６ ６２ 

計 ３９ ４２ ８１ 

 

５ その他の進路（１３名）（１.１％）             R3 １.６％ 

就職・家事手伝い・未定 

（２次受検等）、海外 
 ６  ７ １３ 

 



R04.3.10現在　
戸田市教育委員会　

学校名 学科等 男 女 合計
上尾 普通 0 1 1
上尾鷹の台 普通 0 1 1
上尾橘 普通 1 0 1
朝霞西 普通 2 7 9

普通学系 0 7 7
芸術 0 1 1

浦和 普通 2 2
浦和北 普通 6 6 12
浦和第一女子 普通 4 4
浦和西 普通 3 7 10
浦和東 普通 4 13 17
大宮 普通 5 4 9
大宮光陵 普通 1 1 2
大宮東 普通 5 2 7
大宮南 普通 5 3 8
大宮武蔵野 普通 6 9 15
春日部 普通 4 4
川口 普通 1 0 1
川口北 普通 8 5 13
川口青陵 普通 12 3 15
川口東 普通 2 2 4
川越 普通 1 1
川越女子 普通 1 1
志木 普通 2 1 3
南稜 普通 24 23 47
新座 普通 0 9 9
新座柳瀬 普通 2 2 4
鳩ヶ谷 普通 4 4 8
与野 普通 20 13 33
和光 普通 7 10 17
和光国際 普通 0 0 0
蕨 普通 12 16 28

普通 3 9 12
スポーツ科学 3 0 3

市立浦和 普通 4 5 9
市立浦和南 普通 7 13 20
市立大宮北 普通 1 2 3
岩槻 普通 1 1 2
ふじみ野 普通 4 1 5
鴻巣女子 普通 1 1
所沢 普通 0 2 2
越谷南 普通 0 1 1
草加東 普通 0 2 2

162 192 354

伊奈学園総合

① 普通科計

令和４年度埼玉県公立高等学校入学予定者数

Ⅰ　県内公立高等学校〔全日制の課程〕

川口市立

１　普通科（コース）



学校名 学科 男 女 合計
杉戸農業 園芸科 1 0 1

学校名 学科 男 女 合計
電気 4 0 4
機械 7 0 7
設備システム 6 1 7
情報技術 5 0 5
機械 1 0 1
建築 1 0 1
電子機械 1 0 1
機械 2 1 3
電気 4 0 4
情報通信 1 0 1

新座総合技術 デザイン 0 1 1
川越工業 デザイン 0 1 1

学校名 学科 男 女 合計
浦和商業 商業 12 25 37

情報処理 9 3 12
大宮商業 商業 0 2 2
越谷総合技術 流通経済 0 1 1
新座総合技術 総合ビジネス 1 0 1
鳩ヶ谷 情報処理 1 1 2
杉戸農業 食品流通 0 1 1
八潮南 商業 0 1 1

学校名 学科 男 女 合計
新座総合技術 食物調理 0 1 1

学校名 学科 男 女 合計
南稜 外国語 2 4 6
和光国際 外国語 0 2 2
蕨 外国語 1 3 4

美術 0 2 2
音楽 0 1 1

芸術総合 映像芸術 0 2 2
大宮東 体育 3 1 4
大宮 理数 0 1 1
いずみ 生物系 2 3 5

環境系 2 3 5
春日部女子 外国語 0 1 1

66 62 128

浦和工業

②専門学科計（２～６）

大宮光陵

６　その他の専門学科

５　家庭に関する学科

４　商業に関する学科

３　工業に関する学科

２　農業に関する学科

大宮工業

川口工業



学校名 学科 男 女 合計
川越総合 総合 0 1 1
吉川美南 総合学 0 1 1

0 2 2

学校名 学科等 男 女 合計
戸田翔陽 Ⅰ 9 8 17

Ⅱ 13 10 23
Ⅲ 5 6 11

吉川美南 Ⅰ 2 1 3
吹上秋桜 Ⅱ 0 1 1

29 26 55
257 282 539⑤普通科+専門学科+総合学科+定時

④定時制の課程計

Ⅱ　県内公立高等学校〔定時制の課程〕

③総合学科計

７　総合学科（全日）



R04.3.10現在　

高校名 男子 女子 合計 高校名 男子 高校名 男子 女子 合計

筑波大学附属坂戸高等学校 1 0 1 日大豊山 5 青山学院 1 2 3
筑波大学付属高等学校 0 1 1 早大高等学院 4 岩倉 2 0 2
お茶の水女子大学附属高等学校 0 1 1 慶應義塾 2 植草学園大学附属 0 1 1
国立合計 1 2 3 県外私立男子校合計 11 上野学園 1 0 1

霞ヶ浦 1 0 1
高校名 男子 女子 合計 高校名 女子 学校法人石川 1 0 1

秋草学園 0 1 1 安部学院 6 関東国際 1 0 1
浦和学院 15 17 32 品川エトワール女子2 京華商業 1 0 1
浦和実業 51 14 65 淑徳ＳＣ 2 國學院 0 1 1
浦和麗明 15 8 23 潤徳女子 1 国士館 1 0 1
叡明 8 6 14 瀧野川女子学園 3 駒場学園 0 1 1
大宮開成 12 13 25 東京家政学院 1 桜丘 8 12 20
開智 5 2 7 東京家政大学付属女子9 札幌大谷 0 1 1
春日部共栄 2 3 5 東洋女子 2 佐野日本大学 2 0 2
川越東 7 0 7 日大豊山女子 2 品川翔英 1 0 1
慶応義塾志木 4 0 4 文京学院大学女子 2 芝浦工業大学附属 1 0 1
国際学院 7 0 7 県外私立女子校合計 30 淑徳 4 0 4
埼玉栄 18 11 29 淑徳巣鴨 4 4 8
栄北 1 2 3 順天 1 1 2
栄東 3 2 5 城西大学附属城西 2 3 5
自由の森学園 1 0 1 昭和鉄道 3 0 3
秀明栄光 3 3 6 駿台学園 4 1 5
淑徳与野 0 8 8 成立学園 11 14 25
昌平 2 2 4 専修大学附属 3 1 4
城北埼玉 3 0 3 大東学園 0 1 1
西武台 1 2 3 大東文化第一高 6 8 14
東京農大三 1 0 1 拓殖大学第一 0 1 1
獨協埼玉 1 2 3 中央大学杉並 2 0 2
花咲徳栄 0 1 1 中央大附属 1 1 2
東野 0 1 1 土浦日本大学 1 0 1
武南 11 18 29 帝京 1 1 2
細田学園 2 7 9 貞静学園 1 0 1
山村学園 2 0 2 東海大付属高輪台 0 1 1
立教新座 1 0 1 東京実業 2 0 2
早大本庄 2 2 4 東京成徳大学高 4 2 6
浦和ルーテル 1 1 2 東京電機大学 1 0 1
県内私立共学等合計 179 126 305 東邦音楽大学附属東邦 0 1 1

東洋 0 1 1
東洋大学京北 0 2 2
豊島学院 1 2 3
尚志 1 0 1
日大鶴ヶ丘 1 0 1
日大二 0 4 4
日体大柏 0 1 1
新渡戸文化 1 0 1
日本航空 0 1 1
日本文理 1 0 1
初芝立命館 0 1 1
法政大学第二 2 1 3
豊南 2 0 2
堀越 1 0 1
水戸啓明 1 0 1
武蔵野 1 0 1
明治学院東村山 0 1 1
明治大学附属中野八王子 1 0 1
遊学館 1 0 1
立志社 1 0 1
県外私立共学等合計 87 72 159
県外私立高校合計 98 102 200
私立高校合計 277 228 505

令和４年３月中学校卒業予定者の国立・私立高等学校入学予定者数

国立高校 県外私立男子校 県外私立共学校

県外私立女子校県内私立高校


